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１．森林資源の適正な管理及び利用

県内の国有林野における人工林の割合は、

約1割で、面積は２万ヘクタール程度です。

これらの人工林では、森林の有する多面的

機能を持続的に発揮していくため、主伐及

び再造林による齢級構成の平準化、保育間

伐などの森林整備を適切に実施していくこ

とが必要であり、こうした取組により地球

温暖化防止のための森林吸収源対策にも寄

与しています。

また、こうした森林整備により出材され

た間伐材などは、木材の安定供給に寄与す

るため、県産材として県内の市場や製材工

場などに供給しており、令和５年度も引き

続き地域の林業・木材産業に貢献します。

間伐（列状）直後
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（１）計画的な森林整備の推進

スギの樹下にスギを植栽した二段林

【多様な森林への誘導】

針葉樹と広葉樹が混在したり、林齢、樹

種が異なる林分がモザイク状に配置された

森林は、水源のかん養、災害の防止などの

森林の有する多面的機能を高度に発揮する

ことが期待されます。

新潟県内の森林管理署等においては、令

和５年度も引き続き多様な森林づくりに取

り組みます。
生産された木材

様々な齢級がモザイク状に混在する育成複層林
（茨城県内 森林技術・支援センターの例）



① 木材の安定供給に向けた取組
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安定的な原木の供給

令和５年度、素材13,900㎥、立木65,900㎥の生産・販売を予定しています。
また、国有林材を安定的に供給するため、国産材の付加価値向上や需要の拡大、加工・流通の合理化等に取り組む製材工場等と協定を締結し、
「国有林材の安定供給システム販売」を実施しています。
さらに、民有林材と国有林材を合わせてロットを大きくして販売する「民有林と連携した林産物の安定供給システム販売」も実施しており、新

潟県内では、今年度も各森林管理署等で実施することとしており、民有林との連携した協定取引を推進することで民有林からの安定的な原木供給
が期待されます。令和５年度は、国有林材 10,905㎥、民有林材 1,010㎥を供給予定です。

（間伐・搬出）

（植付、下刈）

（主伐・搬出）

（製材工場）

（２）木材の安定供給、市場価値の向上、生産性向上に向けた取組



③ 生産性向上に向けた取組

木材生産に係る生産性の向上は、国有林野事業の事業実施上の課題であるとともに、地域において作業を請け負う林業事業体の育成や国産材の供

給力の増大につながることから、民有林も含めた地域全体において生産性向上の効果的な手法の普及・定着を図る取組が求められています。

そのためには、作業システムにおけるボトルネックの解消や、作業のバランスを確認しシステム全体の生産性の向上を図る等、生産性改善策に林

業技術者自らが取り組んでいく仕組みづくりが必要であることから、素材生産事業を受注した全ての事業体に対し、作業工程ごとの時間数及び材積

が記録された作業日報を分析する「日報分析シート」を提供し、生産性向上の取組を行っています。

② 市場価値の向上に向けた取組

販売価格の高い住宅資材の採材※や新た

な需要に対応した採材など、適切な採材・

仕分けを徹底し、国有林材の有利な販売に

努めます。

丸太は、長さ、太さ、曲がりの大小により

価値が異なるため、伐採した木の素性をき

め細かに短時間で見極め、全体的に見て最

も高く売れる長さに切り分けます。また、

令和５年度は、下越森林管理署管内におい

て丸太採材技術現地検討会を開催する計画

としています。

※採材とは、切り倒した木材を形状から価

値を高めて販売するためにどの長さで切断

するかを決めていく作業になります。

令和４年６月１４日 下越森林管理署、村上
支署合同採材現地検討会
(村上市笹平タへ国有林）

伐採した立木を優位な価格等の丸太に採材する方法等を関係者で共有する目的に開催
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（１）林業の低コスト化・省力化

コンテナ苗

マット敷設による下刈省略試験地
(中越森林管理署)

列状間伐（中越森林管理署）

戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えており、森林資源は充実しています。この充実した森林資源を活用し、林業収
支のプラス転換を可能とする「新しい林業」に向けた取組を展開します。その取組として、国有林では林業の低コスト化、省力
化に関する技術開発などを行っています。

① コンテナ苗への転換

コンテナ苗は、従来の裸苗と比べて、植栽作業の効率化が図られるため国有林では積極的に導入しています。中越森林管理
署では、積雪によるグライド（植栽木の斜面移動）等の影響を調査するため、新潟県森林研究所の支援を受け、実証試験を
行っています。

② 植栽本数、下刈回数の見直し

植栽本数については、2,000本／ha（平成27年度までは2,５00本／ha）を基本とします。（植栽面積32ha）
また、下刈回数については、植栽した年から5年間毎年実施していたものを、植栽当年度や苗木の成長が良い箇所では下刈を
不実施とし、育成コストの縮減を図ります。（下刈面積110ha）
令和2年度から、中越森林管理署において植生の繁茂を防ぐマットを利用した下刈の省略化に関する試験を行っています。

(0.08ha) 令和５年度もスギ苗を継続して調査し、資材の効果を検証していく予定です。

③ 列状間伐の推進

国有林では、選木が機械的で容易、かつ、かかり木の発生が少なく安全性が高く集材時に残存木への損傷が少ない列状間伐
を推進しています。
令和５年度も、特段の事情がある場合を除き、全ての箇所で列状間伐を実施します。（列状間伐面積88ha）

④ 一貫作業システムの導入

主に伐採・搬出作業に使用する車両系林業機械を活用して、伐採・搬出と地拵・植栽を連続して行い、造林コストの低減を
図る方法として一貫作業システムを積極的に導入しています。

令和５年度は、下越森林管理署で実施する予定で、今後も導入が可能な場合は積極的に取り組みます。

⑤ 路網の整備（低コスト路網整備の取組）

森林の適切な整備や保全、林産物の供給等を効率的に行うため、投資効果等にも十分配慮しながら、林業専用道※及び森林作
業道を適切に組み合わせた路網整備を進めています。地形に沿った路線線形とすることにより、土工量や構造物の設置数を必
要最小限に抑え、コストの縮減に努めます。
※「林業専用道」とは、幹線となる林道を補完し、作業道等と組み合せて、間伐作業等をはじめとする森林施業の用に供する道です。

２．「新しい林業」に向けた取組の展開
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（２）民有林行政との連携強化

① 取組報告会の公表

国有林野事業は、その組織・技術力・資源を活用して、民
有林施策を支え、森林・林業施策全体の推進に貢献していく
こととしています。

ホームページで公表

新潟県内の国有林を管理する、上越、中越、下越及び村上
の4森林管理(支)署では、民有林と国有林とが連携した森林整
備の実施、森林・林業技術者の育成、林業の低コスト化・省
力化と民有林への普及・定着等に取組んでおり、令和４年度
の各森林管理(支)署の取組について、ＨＰに公表しています。

② 新潟県民国連携連絡会議の開催

地域の森林・林業の再生を推進するためには、民有林を所掌する新潟県との情報共有

を図り、林政上の課題に対して民有林・国有林の垣根を越えて協力することが必要です。
このため、毎年、新潟県と県内３署・１支署との間において連携連絡会議を開催し、

情報交換を行っています。

令和4年度の新潟県民国連携連絡会議は、コロナ過の関係で同年８月にWEBで開催し
ました。
具体的には、新潟北部豪雨による林業、林地被害状況、市町村に対する森林環境譲与

税のさらなる活用、森林クラウドシステムの運用開始、林業の低コスト化、林業イノ
ベーションの推進、国有林と民有林が連携した森林整備・木材供給、野生鳥獣被害対策
の強化、国土強靱化に向けた取組等について意見交換が行われました。
また、令和4年7月に開催された、大規模木造施設の視察会についても紹介されました。
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（３）市町村への支援

新潟県内の森林管理署等では、市町村森林整備計画の見直し時期を迎える市町村が管内にある場合、その中から1市町村を「民国連携推進地区」に設定し、国有

林の職員が新潟県の職員と連携して市町村森林整備計画の作成・実行監理等を重点的に支援します。新潟県内では、これまでに湯沢町、佐渡市、阿賀町に対して、

関係する森林管理署が重点的に支援しています。

① 湯沢町民国連携推進地区（中越森林管理署管内：平成26年度設定）

森林施業の集約化を進めるためには、隣接する民有林と国有林が森
林整備推進協定に基づいて共同で路網整備や間伐等を行う「森林共同
施業団地」の設定が効果的です。
現在、新潟県内では、村上支署、中越森林管理署管内で4つの森林

整備推進協定を締結し、対象地域内に森林共同施業団地を設定してい
ます。
このうち、中越森林管理署管内の２協定は令和４年度末をもって協

定期間満了となりましたが、湯沢町森林整備推進協定については協定
期間を延長し、さらなる森林整備の推進に取り組んでいます。

また、下越森林管理署では、元年度末をもって、２協定の協定期間

が終了したことから、令和５年度は、新たな団地設定に向けて協議会

を設置していきます。

③ 森林共同施業団地等の設定

平成26年度に民国連携推進地区を設定し、民有林の施業集約化の

推進等のため、市町村森林整備計画の支援を行っています。

また、多雪地帯における低コスト森林施業技術の普及のため、国

有林のフィールドにおいて、民有林関係者を招き、下刈り省力化や

コンテナ苗現地検討会などを開催しています。

下刈り省力化 コンテナ苗

列状間伐

現地検討会の実施

土場（湯沢町）



② 佐渡市民国連携推進地区（下越森林管理署管内：平成30年度設定）
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ザウルスによる森林作業道修繕

③ 阿賀町民国連携推進地区（下越森林管理署管内：令和元年度設定）

佐渡（伐期を迎えた官行造林）

佐渡の森林（下はトキ）

新潟県と下越森林管理署の森林総合監理
士（フォレスター）等が連携し、阿賀町に
存する天然スギを活用した地域振興に資す
るため、阿賀町森林整備計画作成やふれあ
いの森の設定に係る支援を実施しています。
令和３年３月２９日に新たにふれあいの

森（中ノ沢渓谷・天然スギの森）における
森林整備活動に関し協定を締結しました。

佐渡市における森林面積の75%は私有林が占めており、そ
の多くが「5ha未満の小規模所有者」です。他方、国・県・
市及び団体等が所有する森林では利用期を迎えている林分が
点在しています。
離島という環境下での安定的な木材供給の在り方、路網整

備や間伐等の森林施業の進め方など、様々な課題の解決に向
け、新潟県と下越森林管理署の森林総合監理士等が連携し、
佐渡市森林整備計画の作成に係る支援を行っています。

具体的には、新潟県は民有林行政の側面から林業普及事業
等による林業・木材産業関係者への支援、下越森林管理署は
国有林野事業の実績から得た森林管理経営の側面から支援を
行っています。

このほか、 新潟県、地元自治体及び森林組合などの民有林関係者と連携し、「ＵＡＶ（ドローン）操作演習」や現地での各種勉強会等を開
催し、民有林行政への技術的支援を実施していきます。
また、新潟県と森林管理署が連携し、間伐等の森林整備の推進及び地域産材の有効利用を促進することにより、森林の有する多面的機能の持

続的な発揮と地域産業の発展を図りつつ、野生鳥獣による農林業への被害防止対策に資するため、「市町村森林整備計画」作成に係る相談があ
る場合など支援を実施していきます。



（１）野生鳥獣被害対策の強化
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熊剥ぎ被害にあった造林木

全国的にニホンジカ（以下「シカ」という。）等の野生鳥獣の生息域が拡大し、
食害等による被害が深刻化しています。
新潟県内におけるシカの生息は、明治時代に狩猟圧をかけて姿を消して以来確認

されていませんでしたが、近年になってシカの侵入や目撃の情報が確認されました。
このため、平成26年度から尾瀬地域、平成28年度から上越妙高地域、阿賀野川

流域地域、平成29年度から糸魚川地域・南魚沼地域、平成30年度から村杉地域、
令和元年度からは村上地域において、シカの侵入が危惧される地区にセンサーカメ
ラを設置し、シカの生息状況調査を実施しています。
なお、平成29年度からは、新潟県内各(支)署と新潟大学、新潟県及び関係機関が

情報共有を行うなど連携を図っています。

３．生物多様性の保全

例年、県内の国有林職員を対象とした有害鳥獣捕獲（わな）研修を各署の
持ち回りで実施しています。令和４年度は下越森林管理署管内において実施
しました。講師は、シカ捕獲に関する知識を有する新潟県庁の職員及び新潟
県猟友会に依頼しました。これまでの取組の結果、県内森林管理署職員で捕
獲を行える資格を所有する者は40名ほどになりました。
令和５年度も、新潟県をはじめ関係機関等と連携しつつ、広域的なシカ被

害防止対策に取り組みます。
このほか、下越森林管理署管内において、スギ人工林においてツキノワグ

マによる剥皮の被害が確認されていることから、新潟大学では連携連絡協定
に基づきクマ剥ぎ被害調査を実施する計画としています。また、目撃情報、
生息痕等については、現場と署が連携して情報の共有を図っています。
更に、被害林分における公益的機能維持と資源の循環利用が可能な森林施

業を目的とし、獣害を受けにくいとされ、スギとは伐採周期が異なるヒノキ
アスナロをスギ林に樹下植栽するなどの試験地を設定しています。

有害鳥獣捕獲（わな）研修クマ剥ぎ被害にあった造林木
クマ剥ぎ被害を抑制するために

ヒノキアスナロを樹下植栽した試験地

首輪を装着したシカのGPSデータ
分析の結果、シカの行動を把握

H30捕獲 オス

R１捕獲 メス

H30捕獲 メス



苗場山の北側斜面に広がる泥炭湿原や湿原植物
の保護とブナ主体としてアオモリトドマツの点
在する天然生林の保護を目的として設定してい
ます。（中越森林管理署（津南町、小松原湿原
生物群集保護林））

森林性猛禽類と林業との共生に取り組むた
め「イヌワシ等の保全を考慮した森林施業
の指針」を作成し、イヌワシの保護に配慮
した施業を行っています。
（中越森林管理署（南魚沼市））

苗場山など来訪者の集中により荒廃が懸念される国有林においては、
森林保護員（愛称：グリーン・サポート・スタッフ）による森林巡
視のほか樹木を損傷しないことやゴミ持帰りなどの入林マナーの啓
発等を実施しています。（中越森林管理署（湯沢町、南魚沼市））

トキの保護のため、佐渡島では営巣
候補木を松くい虫被害から守るため
の薬剤注入、枯損したマツの伐倒駆
除等を実施しています。（下越森林
管理署（佐渡市新穂））

日本海からの季節風や塩、砂から民地や農地を
守る役割を果たす保安林及び自然観察教育林で
もある乙地区のアカマツ林において、松くい虫
被害の防除事業を継続的に実施しています。
（下越森林管理署（胎内市乙（きのと））

（２）森林生態系の保護・管理等の取組

① 保護林

② 野生生物の保護

希少な野生生物の保護に向けて、関係者と連
携を図りながら、生育・生息状況の把握や環境
の維持・改善等の事業を実施しています。

日本有数の豪雪地帯に成立するブナ天然林やその遺伝子、高層湿原などの貴重な植物群落、県境の山岳地帯に広範囲に存在する原生的な森
林生態系、特定動物の生息地などを保護・保全するため、県内に3種類、19カ所、約62千ヘクタールの「保護林」を設定しています。
また、保護林を結んで野生動物等の移動経路を確保するため、「緑の回廊」を３カ所、約３万ヘクタール設定しています。

令和５年度は、引き続き森林保護員による巡視を実施します。

新潟県内の緑の回廊
＞鳥海朝日・飯豊吾妻 緑の回廊
＞緑の回廊 越後線
＞緑の回廊 三国線
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写真提供：新潟県イヌワシ保全研究会

上越地域の高山帯周辺には、特別天然記念物であるライ
チョウの生息地やヒメコマツ、クロベ等の点在する天然
生林、ホンシャクナゲ群落等の保護を目的として保護林
を設定しています。
（上越森林管理署（糸魚川市、妙高市））
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４．国土強靱化に向けた取組

（1）令和４年８月３日からの大雨等による災害

▼災 害 名：令和４年8月３日からの大雨等による災害
▼発生年月日：令和４年８月4日
▼観測雨量 ： 559.5mm/最大24h 148mm/最大1h
▼被害状況 ：８月３日から４日にかけて東北の日本海側や北陸地方では、前線の停滞
と併せ、台風６号を起因とする熱帯低気圧の影響により、線状降水帯が発生し、新潟
県北部では記録的な豪雨となりました。新潟県関川村に設置されている下関気象観測
所においては８月3日６時～4日６時までの24時間雨量が559.5mm、最大時間雨量
148ｍｍ（８月４日１時~２時）となり、いずれも観測史上最多を記録しました。
この大雨により、荒川下流域の国有林、民有林等において広い範囲で山腹崩壊が発

生し、国道113号やJR米坂線に崩落土砂が流出し、国道は一時全面通行止めとなりま
した。（現在は解除されています）JRは現在も不通となっており、不通区間では代行
バスが運行されています。
このような状況を踏まえ初期段階では、地元説明会への参加、リエゾン派遣、緊急

物資の調達、応急対応を行いました。
令和５年度も、国交省、新潟県、村上市、関川村等の関係機関との情報交換や調整

等を行いながら官民一体で早期復旧・復興に向け進めています。

花立地区応急対策状況 住民説明会

（2）治山事業の推進による災害に強い山づくり

中越森林管理署管内の湯沢町などでは、令和元年度の台風災害により山

腹や林道が被害を受けました。また、平成23年に発生した集中豪雨により、

南魚沼市・魚沼市・三条市などでは、大規模な山地の崩壊や土石流によっ

て甚大な被害が発生しました。令和５年度はこれらの対策工事として、渓

間工2基、山腹工2カ所（0.7ha）を施工します。

魚沼市只見川左岸 （平成24年度より着手）



令和元年度に発生した山形県沖地震や台風第19号への対応については、県や市町村の災害対策本部に森林管理署の職員を派遣し、情報収集や連絡調整

を行いました。
上越森林管理署では、令和３年３月に民有林で発生した糸魚川市来海沢地区の地すべり災害において、県の現地検討会及び災害対策部会に参画すると

ともに、県の出先機関に対し、応急対策に使用可能な資材等の情報提供をしました。また、ドローン調査等の協力要請にも応えていく旨連絡調整を行い
ました。令和５年度は、大規模な山地災害時に、森林管理局で行うヘリコプター調査に市町村の方にも同乗していただくことや、得られた調査データを
提供します。

（３）森林土木工事における木材利用の推進
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（４）災害発生時における民有林への貢献 阿賀町 土倉山地区予防治山工事
（令和３年度施工） 木製残存型枠工の採用

森林土木工事では従来から木材を利用してきまし
たが、地球温暖化の防止等に貢献するため、更にそ
の利用を拡大し、間伐材や、現地で発生した木材を
活用した治山施設の設置のほか、工事看板等の仮設
工についても木材の積極的な利用を推進しています。

糸魚川市来海沢地区の地すべり災害
（令和3年3月4日発生）災害箇所の現地調査の様子

令和3年度に航空機を使用して実施した「袋型石詰筋工」

近年は、大雨や短時間強雨の発生頻度が増加傾向にあり、それに伴って山地災害のリスクも高まっています。こ
のため、私たちは常に山地災害の危険と隣り合わせであることを認識しなければなりません。
上越森林管理署では、活火山である焼山を源流とする早川の上流部に位置する国有林野内において、堆積した火

山噴出物が降雨等によって下流域へ流下するおそれがあることから、不安定土砂の流出防止と、噴火等により生じ
る土石流の流下対策として令和4年度から治山ダム（令和5年度 0.5基 557.7㎥）を施工しています。

また、令和元年度に糸魚川市で発生した大規模崩壊により、河川の白濁が確認され「発電所・農業・漁業」に被
害を与えています。

このことから、同年度より復旧対策を実施し、令和4年度から裸地化した斜面に航空実播工等を実施しています。
さらに、同署では、地すべり等防止法に基づき指定された民有林の地すべり防止区域のうち、上越市安塚区の２

区域（835ha）、十日町市松之山の２区域（539ha）に、令和３年度から上越市牧区の１区域（478ha）を加えた
計５区域において、国が県に代わって地すべり防止対策を行う「民有林直轄地すべり防止事業」も実施しており、
令和５年度は鋼管杭打工、横孔ボーリング排水工等の地すべり防止工事を各事業地で施工します。

これらに加え、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づき、山地災害危険地区における治
山対策や、国有林野内及び民有林の地すべり防止区域内での既施工箇所を対象に、治山施設の「長寿命化基本計
画」に基づき、当該施設の補修・補強にも取り組んでいます。



「国立妙高青少年自然の家」と協定を結び、妙高山麓に３カ所、456
ヘクタールの「妙高遊々の森」を設定しています。自然の家では、
遊々の森を利用して、登山、森林環境教育などの様々な野外活動を
行っています。

（上越森林管理署（妙高市））

魚沼市の浅草岳の山麓、230ヘクタールの国有林に、魚沼市と協定を
結んで「浅草山麓遊々の森」が設定され、小・中学生などを対象とし
た自然観察、林業体験などに活用されています。

（中越森林管理署（魚沼市））

５．「国民の森林」としての管理経営

新潟県下の森林管理署、支署では、自然観察や林業体験、国民参加の森林づくりなど、たくさんの方々に森林に親しんでいただけるよう、
国有林を活用した様々な取組を行っています。
令和５年度も、各団体と協力し実施します。

（１）遊々の森

森林づくりなどに関心が高い団体と協定を結び、森林とのふれあい活動の支援を行っています。

妙高遊々の森

江戸川区の小学生による林業体験
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浅草山麓遊々の森



（２）森林教室・野外活動

地域や学校などと連携し、自然観察や林業体験などの森林教室・野外活動を各森林管理署、支署で実施しています。
令和５年度も、各森林管理署で小学生等を対象に森林教室を実施します。

キャリア教育支援＜中学生職場体験＞

（村上支署）

木工教室（村上支署）下刈り・間伐体験（上越森林管理署）

座学による森林教室（上越森林管理署）
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国有林での森林教室（中越森林管理署）

小学校への出前森林教室（中越森林管理署） 木工教室（下越森林管理署）

座学による森林教室（下越森林管理署）



（３）国民参加による森林づくり

国有林のフィールドを提供し、多様な森林整備や保全活動の要請に対応した国民参加の森林づくりを支援しています。
県内では12カ所、約800ヘクタールが設定されています。
令和５年度も、ボランティア等により下刈等の保育作業を実施します。

14

自然豊かな里山のトレッキング、地域の歴史、文化等の再認識等を通じて、環境・健康
に対する意識の高揚、山村地域の連携・活性化等を目的に、ＮＰＯ法人信越トレイルクラ
ブが中心となり、日本屈指のロングトレイル「信越トレイル」が開設されており、地域の
ボランティア等により、同トレイルの整備、維持管理等が行われています。
（上越森林管理署（上越市：多様な活動の森））

佐渡市における伝統的な芸能である「鬼太鼓」を継承するため、太鼓や
バチの材料となるケヤキ等を長期的に確保する観点から、国有林野内に
「鬼太鼓の森」を設定し、ボランティアによる保護・保育作業が行われて
います。
令和５年度は、下刈等の保育作業とともに、歩道に設置した木道の保全

やスギ階段の補修を実施する予定です。
（下越森林管理署（佐渡市：木の文化を支える森））

三面川のサケを守り豊かな森林を保全するため、「さけの森づくり推進協
議会」が設立され、ブナの植樹や歩道整備、森林教室などの活動が開始され
ました。
地元村上市及びボランティア等の協力の下、森林保全活動が継続されてい

ます。（村上支署（村上市：社会貢献の森））

移住環境の保全や住民の交流の場として設定された「苗場ふれあいの郷」
では、ボランティアによる樹木の植栽や草刈りなど隣接する森林の整備を進
めてきました。
また、毎年8月に住民主催で実施している「苗場ふれあいの郷フェスティ

バル」の会場としても利用されており、多くの市民が訪れています。
（中越森林管理署（湯沢町：ふれあいの森））



区 分 主 伐 間 伐 新 植 下 刈 備考

合 計 ５２４ ４３７ ４０ ８６ 単位：
間伐及び主伐は百㎥
新植及び下刈はha上 越 署 ５ １９ － －

中 越 署 １４９ １６０ １２ ２９

下 越 署 ２９６ ９０ ２２ １８

村上支署 ７４ １６８ ６ ３９

【主要事業量】

令和５年度の予定
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６．参考資料

区 分 立木販売量 製品販売量 備考

うちシステム販売 うちシステム販売

合 計 ６５９ － １３９ １０９ 単位：
百㎥

※立木販売量に
は分収林を含む。

上 越 署 ２３ － ０（0.2） －

中 越 署 ２２７ － ４５ ３３

下 越 署 ２６９ － ６０ ５３

村上支署 １４０ － ４４ ２３

【森林土木工事】

区 分 地すべり防止工 渓間工 山腹工 林業専用道 備考

合 計 ６ １６ １３ ３ 単位：
地すべり防止工、山腹工、海岸工は箇所
渓間工は基
林業専用道は新設路線
林業専用道は改良工事
※上越署の地すべり防止工は民有林直
轄事業

上 越 署 ６ ２ ３ －

中 越 署 － ２ ２ １

下 越 署 － １ ２ １

村上支署 － １１ ６ １



区 分 主伐面積 主伐材積 利用間伐面積 保育間伐面積 間伐材積※ 新植面積 下刈面積 備考

合 計 １０９ ５２４ ２４７ １２５ ４３７ ４１ ８６ 単位：
主伐材積及び利用間
伐材積は百㎥
主伐面積、利用間伐
面積、保育間伐面積、
新植及び下刈はha

※間伐材積には利用
間伐及び保育間伐の
材積を計上。

※四捨五入により合
計の数値が一致しな
い場合がある。

※臨時伐採は含まな
い。

妙高市 ２ ５ １０ － ９ － －

上越市 － － ６ － １０ － －

糸魚川市 － － － － － － －

加茂市 － － － － － － －

三条市 － － － － － － ６

魚沼市 － － － － － － －

長岡市 － － － － － － －

柏崎市 － － － － － － －

南魚沼市 － － １１ － １８ － ３

湯沢町 ３３ １４９ ６７ ３３ １４２ １２ ２０

十日町市 － － － － － － －

津南町 － － － － － － －

胎内市 － － － － － ３ －

新発田市 ４ ２９ － － － ５ ４

阿賀野市 － － － － － １ １

佐渡市 － － － － － － －

阿賀町 ４３ ２５６ ３７ ２８ ９０ １４ １３

五泉市 １ １１ － － － － －

村上市 １９ ４３ ９６ ４８ １４０ ６ ３１

関川村 ７ ３１ ２０ １６ ２８ ０ ８
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【市町村別の主要事業量】
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国有林の分布と森林管理署等の位置・所在地

森林管理署

支署

森林管理署界

国有林

民有林

凡例

各署（支署）の国有林面積

上越署 ３５，５６２ha

中越署 １０４，１７６ha

下越署 ８０，７１７ha

村上支署 ６６，３２９ha

計 ２８６，７８４ha



上越森林管理署 〒943-0172  新潟県上越市大道福田555
TEL：025-524-2180（代表）
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/joetu/index.html 

中越森林管理署 〒949-6608  新潟県南魚沼市美佐島61－8 
TEL：025-772-2143（代表）
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/chuetu/index.html

下越森林管理署 〒957-0052  新潟県新発田市大手町4丁目4－15
TEL：0254-22-4146（代表）
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/kaetu/index.html 

下越森林管理署 〒958-0033  新潟県村上市緑町3丁目1－13 
村上支署 TEL：0254-53-2151（代表）

http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/murakami/index.html 
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森林管理署等の所在地

県内では珍しいヒノキ人工林（荒川峡鷹巣）
（村上支署（関川村））


